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職場における

化学物質の管理

推名 孝夫

労働衛生ヨンサルタン|ヽ (労働御 l11学 )

化学物質による健康障害

FI本では、′:1年 500人以 llの死傷者 (休 業411

以上)が発生し、|り
iミ 1人1物 質の80%は

である 出典 :厚生労働省

準rfポッ
:サ 1呻謝ll… 44奮 尋!ィ《常凛

① 情報がなかった

② 情報が知らされなれ た

③ il号 1ヽ暇を理解しなかった

④ 不適正・不安全行動による

4

身鈴回玲には、たくさんの化学物替

ガソリン 蓄 ロ
フトこロロ

肥料 プ'ラスチック

化学繊維 化粧品

便利さの裏側には危険 0有害性が

潜んでいる

① 情報がなかった

ノルマルヘキサン:化学式C6H14、 沸点69度

用途 :接着剤、塗料、化学実験等

原因物質 発生状況

ノル
‐イル

′`ヽキサン

ノルマルヘキサンに溶年された有機
チタンをヤロファン紙 :こ 接着剤促進

剤として塗布

報が知ら れなかった

原因物質 発生状況

次f[塩素酸
り^ト リウメ、

倉庫内で、次亜塩素酸ノーダ水を
浸み込ませ、絞った雑巾を使用して、
本製パレットに付着したカビの払拭
作業を行い。作業者の両手が

.となった

次‖[璃艦素酸:ナ トリウム :化」:挙 ,tNacto、 希
^釈さ才し

た水溶液はアンチホルミン

用途 :漂 白剤、殺菌剤など

5 6
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③ 情報を理解しなかった

原因物質 発生状況

アレルゲン

物質

ヘアカラ‐一リング剤の中では酸化染
毛剤が最も広く使用されているが、
il成分として酸化染料を含むため、

染毛料等の他のカラーリング剤と比
′ミて      をり|き起こしや |ヽ~い

テス|ヽ液を塗った直後から

30分程度および48時間後の観察

が必要

酸化染毛剤の使用をやめる、

医療機関を受診する等の対応をと

謗洸がんの発生 (2015年 )

た鶴置で、1摩澄労e書は 1日.発がん経詢贅「オリレトートルイジン」を取り扱つて

いたとされる76事業所のうち、9事業所で計20人が朧蹴がんを発症していたと

する調書惜象を発表した。 (喘用 :目覇日昴□6月2日 )

膀眺がん

87

正・ ≧行動による

原因物質 りヽ/lil人 わι

ブタンガス

8 nf程度の小部屋にて、カセッ|ヽ
コンロ

用の使用済みガスボンベを廃棄する
ために穴を開をする作業にて、突然、

を負った。
(着火源は、サーモスタット)

ブタンガス:化学式C41110、 沸点-10度

(引 火性が高い)

用途 :燃料、スプレ‐―の充填ガスなど

労働災害が増力11

取り扱う化学物質の法令適用を確認
講ずべき措置について、法令順守型の管理

個別規制 (有機溶剤、特定化学物質)

労働災嘗は減少した

佃別規制の対象外の物質

i識下のいきさつ

9

霞遷・使用等0禁止

規制対象物

特イヽ11 イ;■ ,」 写

.=理 ‐〈僣:1■ ■

的t措
「

義務

リス′','セ スメント
曇務

ラヘルミテ義幣
SDヽ ■,薬 撃

10

関係蔵省合の改Tの事 占

'重篤災害の発生、労働災害件数の

‐個別規制以外の物質の労働災害

対 :策 が不 |‐ 分

・化学物質管理に対する

∠̂

11 ■2

経

皮

豊
ロニ世

ヽ
「

、

産

じ

1

|

|
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諸下めポイント

事業者がリスクアセスメントに基づき

,         1~~‐
=■___________==―

● 自律的な管理を行う

i―  l il繊 」■‐′,

41j l′ `Ⅲ
′|||||| 、 1:,オ |七 li,it l、 : |二■ォ|「

,1‐ ギ́|..‐
1 111

が化学物 1::〔 の        び)

を高める

:-11111111tlli r1 111彗 ′

華

(危 険 。有害性の規制 )

◆法令順守型から自律鶴な管理ヘ

(措置に基づくリスク管理 )

―鯰陶明諫―
(事業者の選択)

13

15

日本の化学物質管輝

事業者の       労働者、消

費者の    が、日本では制度

化されてなかった

14

16

化学物質の危険性。有害性を

する必要がある(作業現場 )

・に学物質は、 (視 境li、 嗅覚 、触
′
i辻 、聴覚

、味覚 ,、

しなければ、その危害

をillrける二とはできない

情報伝澤の重要梓

危険件・有害件に関する情報伝澤

標 識
GHSの策定

(2003年 :国 際連合 )

色分け

ラベル GHSの導入(2006年 )

SDS JI S(日 本産業規格 )

GHSとは

lC)bally  arIILO塗 iZed   ySteln

of Classification and Labelling
of lChenlicals

「化学品の分類及び表示に関する|||:界 調

和システム」

化学品を危険有害性の′
1爺 類とfll度 により

分類し、その

3

17 18
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GHSラベルに必要な情報

◆絵表示

シンボル (絵表示の中に描かれている

絵柄)とその基称

一見して危険有害性を確認できるよう

視認性 が高い

ラベル

労働安全衛生法

化学物質等の危険 又は有害な性質等を事

業者、労働者その他の

、化

学物質等による労働 災害を防 止にil五 用す

ることを ill杓と寸
~る

19

21

例 短期または長期に飲んだ

り、角11オ 1′ 六1り 、ll吸
:ン ゥ́′

=_り

し/〔■

ときに健康障害をおこすよ
ううな化学品

感 嘆符

一
口
〓

●

急性毒性、皮膚刺激性、眼

刺激性、皮膚感作性.特定
|｀:ミ 的麟識器毒性、オゾン層ヘ

ヴ)有害性

どくろ 急性毒性を表しており、

健康障害を
生:じ 、死に至るような化学品

20

22

製造者

、 :ゝ 鸞了'IF′ 'i、 ,事|……伊」.、….I.:ヽ■ ,ヽ・

SI)S・・・。Sをif(〕 ty l)ata Sh〔〕()L

―・t=二1______ =‐ ‐―

化学物質等の危険有害性情報を譲渡。

提供先に提供する  であり

取扱者
目的

BDSの危険有害件情報

① 危険性
(物理化学的性状による爆発火災等鍮危険性 )

(イ丁
′
|ギ ヤliによる亀ャ「|:ま ,.kf¨が1性ヤllσ珂建l来 1罐

′
吉)

③ 環境影響

(ヒトを含めた隆生生物および水生生後等への

生態毒性、オゾン層への影響等)

SI〕R交付 対 象 機 ないムの

o一般消費者の生活明 に供される製品は除外

。II薬 品医療機器法に定められている

。,lt薬 取締法に定められている
。労働者による取扱いの過程において同体以外′)

状態にならず、か /)

。対象物が      で取り扱われる製品
。一般消費者のもとに提供される段階の

4
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25

自律的な管輝の概要

(1) 事業場内実施体制の確立

27

26

28

Filマ ■ |`~■ ,´  .1

労働者が理解すべきは ラベル の内容

SDSではない !

危険性 0有害性情報が重要

白律釣な管輝の概要

(1)事業場内実施体制の確 立

(2)危険性。有害性に関する情報伝達の強化

(3)リスクアセスメントに基づく自律的な化学物

質管理の強化

(4)健康診断関係

(5)特別規制関連

(6)行政の支援

事業場の規模や業種にかかわらず

選任しなけ らない

‐
―

1化学物質管理者

2保護具着用管理責任者

(リスクアセスメントの結果)

イ:'rf.1・|‐二11:1111・・41■ i'1,1■ ■‐‐|ギ  l…

事業場におi賀)化学物質の管理に係る技

術的事項を管理する

化学物質の危険性。有害性を特定

―・=t=________ _=二,一

労働者の危険、健康障害の予誌 保護具の保守・管理

保護旦着用管理青拝者

として
、労働者に保護具を使用させるとき

保護具着用 責任者

保護具の選定

保護具の使用方法

Ｆ
『
〕

29 30



総括安全衛生管理者など

専門的講習の修了者から選任

GHS分類済物質の製造者

化学物質管理者催任義務化:全ての業種・規模)

保護具着用管理責任者撻任義務化)

指示

の拡大

の

有害業務に関
-1る

教育を全業揮

選任要件なし

指

指 示

2024/10/10

31

33

白律的な管岬の概募

(3)リ スクアセスメントに基づく自律的な化学

物質管理の強化

― ■■■ ■ ■́■|´ ‐■ ti

(2)危険性・有害性に関する情報伝達の強化

32

2()25イ liに |■ 、約 2,9()01勿『 [

l次 元‐ ―ド、ホームペ ―ヽジア出′X,IE」 メ`

ーール等

5奇■以内ごとに 1回 、記載内容の変 '11/う 要否

をィ准1忍

他の容器に移し変えて保管する場合li、 ラベ

ル表示等により危険性、イ丁害性情 1lJを 伝達:

34

6

取扱い者

物質の開発者、製造者

ラベル表示およびSDS交付 |こより、物質の

GIIS分類結果、モデルラベル・Sl)Sの 公

表を行い、当該物質について義務化

製造者

情報伝澤の強化

リスクアセスメント

対象となる'|1業 場

化学物質やそ′)他製棗ダ)持つ

を特定し、それによろ労働者への危険または健
康障害を生じるおそれの種度を

業種、事業場規模にかかわらず、幻象となる化
学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が

対象製造業、建設業、清掃業、卸売、飲食店、
医療、福祉など、化学物質を含む製品

35 36

た記以外の事業者

1情 11上 の共イI
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37

健康障害リスク(有害枠)

一　

　

ヽ

×有害性の程度

39

38

40

i「 よる危険性上たは有書性
`7)特

定ステップ 1

ステップ2 11定さオしたrュ 1筑 111.け ィ|イ l古 111によう

リスク{」 ζ減措置の内容の検討

ステップ4

ステップ5 リスクアセスメン|ヽ結果の労働者への周知

リスタアセスメントの流れ

ステップ3

対象物質
|―

―
― ― ―

― ― ― ―
― ― ―

―

SDSの交付義務の対象である

896物質 (R6.4)⇒  (増加する)

「 ヽ

リスクアセスメント

危険性

‐
・ .・ .・   1 ~

労働 者
‐
が

ー
~ヽ

、 ´ ´ ´ ´ ´

発生の可能性

爆発・火災1'スタ(危険性)

化学物質による

爆発・火災のリスク

「

×

ステップ 1 発火・爆発危険性の把握

安全化対策の妥当性の評価

ステップ4 リスクの程度を判断

危険性のリスタアセスメント

ステップ2 発火・爆発危険性の特定

ステップ3

7

41 42

リスク低減措置の実施

有害性

ばく露の程度

化学物質 |こよる

健康障害のリスク

ぼく露 (個人暴露 )

!ゴく星客量

ヽ、

｀
該ヽ危険の程度
(重篤度 )



名  称 対  象 特   色

= >l.rt--JV., \>/i.t >'Y 市常性
lLOが 中小 企業 向けに作成 した、簡 易リス

クアセスメントツール

作 業 111‐モデル対策 作害性
専門性」tり も分かりや■きを簡潔さを優先
さ■、チェックリスi十 危険や対策を計

'蠍

クリエイトシンプル

化 学 物 質 [1又 技 享 すま に lⅢ 庁 簡 場な ■ス

クアセ ス.メ :|ヽ ツーー・■

検知管を用いたリスクアセ
スメントガイドブック

有害性
検熟管で検無可能な化学物質の実測値
が求められる

リアルタイムモ‐夕‐―を用
いたリスクアセスメントガイ
ドブック

有官性
リアルモニターで検知可能な化学物質の

実測値が求められる

2024/10ノ嗜○

白律的な管理の概要

(4)健康診断関係

黎 1

46

8

43

45

1_,t ― |||    .

化学物質を製造し、取り扱う作業に従事す

る労働者、年1回実施する

有機溶剤、特定化学物質 ⇒

事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、取
り扱う業務に常時従事する労働者に対し、関係労
働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、リ
スクアセスメント対象物健康診断を行う必要がある

='・ 1, '● :|:.I単■ :■

労働 者
‐
が          1ナ スクアセスメ

ントの対象物にぼく露したおそれがあるとき

巨 i専 等が必要七誌ある項 ||に
´
'い

‐
〔、

※濃度基準値 :労働者がこれらの物にばく露される程度を

岸生労働大臣が定める濃度の基準

医師 (産業医、委託してい機 関に属する医師、
主治医)の意見を1聴かなければならない

構康診断関撞

化゙学物質を製造し、取り扱う事業場

同一事業場で、1年以内に2人以上の労働者が

同種のがんに罹患

に遅滞なく報告

目■■■

‐ ■■

がん等の遅発盤0疾病0把握とデ|夕の長期保存のあり方

1■
''1華

そ二 ●=‐ ―ミ菫
=:■

 :

颯告

籠

t,,11)・ ■‐i三 F

==0=■
:

itr,1'.1-I==
|

1●●rんを1■

部ヽ41i[::

47 48

RAの厚生労働省の支援ツール
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49

`.・ .I・ r,、1111t′ |'': 1_.r・ 1'

・・・II「
1lII)の 者十して西di111

を発生させていないこと

作業環螺 」定ゲ)評価が、

お111寺していること

i出 2:3イ lillilσ 〕′|:プ朱供|:ll:1珍 1考
∫i ci,7ン t(こ

51

既存の個剛規制関津

③ 第二管理区分である事業場に対し́て、

50

::`= .1,■ ■,■ ,I― :11‐   :

② 特殊健康診断び,実施頻度の緩和

(労働 局 1きフ)認 定は必要ない )

■.´ 定の要件

直近 31111の 作業環 111脚 1lII[:の 評価が、      に

区 ,〉 さオ'.(いる          、
1

Hll:,11:31“ |(|′ )側:康 IIII析 t′
「
)糸∴||↓ 、      ない■1:

|ll!:メ ′)健 1業 診 |り 111:施 後′:、 11,(1数な
',(′

)を 1策 tヽ

‐
作業ノノ法

J)変 更がないこと

52

（
Ч
）

(5) 特別規制関連

秦事∫二澪
｀
デ蓼‡

il::撃:li:ド ::鷲書::』 :ξ

① 作業環境測定び)対象となる化学物質を

取扱う業務について、

以 11の 事業場の個別規制の

を受けることができる

事業者

による自律的な管理 (リスクアセスメントに基

づく管理)に 委ねることができる

改善措社の実施

1■ ,専措置効果確認

人サンプリング測定

第3管輝区分の事業場の対策

改ユ千II

改 断

53 54

1第3管理区分場所 |

作業環境管理専門家
に意見聴取
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(6)行政の支援

55

57

56

◆リスクアセスメント対象物に係る

事業者の責務◆

58

0労 働者が、1ずく露されて,程度を

濃度基準値

令和6年 167物質 令和7年 :112物質

厚生労働省のホームページを参照

結果 t′)公 表

の公表

に関
・する情報の1せイ共

に対する支援

に関する (トラーー ング教材

(独法)労働安 1ヽ衛生総合研究所のケミサポ

事業場をす援する専門家

◆化学物質管理専門家
リスクアセスメントやその結果に基づく措置等、化学

物質の自律的な管理が適切に行われないことによる

労働災害の発生の防止に係る助言

作業環境を改 善・1るためJ)措置について、改善の

可否、改善絆置の意見、取組み等

1 ・ ■ , | ・■' `‐:|   :   :  ‐

(D労働者が

|~ . ~  ¬

(1)代 林物等の使川

(ii)有害な化学物質の発散防 I11(局 所排気装置等)

(五 )作業方法等の改善

(市 )有効な呼吸用保護具の使用
※措置の完了までに一定の|1字 間を要することが考慮されている

59 60

10



61

63

62

衛生黍昌会の付議事項

濃度基準値以 ドとするため
の措置

常時50人 以 11(|li職彙、パーート等を含める)の労働者

毎月1回 以上の:衛生委員会

オ
:1:111を

最小 ,1く に-1る
た出

リスクアセスメント対象物健康診断の結果および結果に
基づき講ずる措置

64

2024/10ノ嗜0

ばく露濃度限界値
環境気中濃度

|十(露濃度

・今回の政省 f)改 |li

経気逆は
｀
く露の指標

8時間基準値 短時間基準値

※経 口毒性・・・・飲み込むことは想定されない

経皮毒性・・¨検討されている

＜

＞

|■ |=‐  11 ::: 
・

・・・・作業環境技術の実用可能性モげ)他 作業

:1継 境 itメ |!に_関する|:(1際 |・

`ブ

動 lilイ ::ども考慮 1_~に 、イ111支 的

オr見」也め、ち定W,″フォし■
‐

作業環境測定結果で管理区分を求める指標である

肉体的に激しくない労働強度で、有害物質に

に、当該有害物質の平均暴露濃度がこの数値以下

黎攣が見られないと判断される濃度 ば信 濃度

1

|■力′謀しヽ 1洋であれば、ほとんどす

・    `11  :.11´
   =.1 .   1｀  |

`=午 11:|,1鉾 津ヽ〉lギご阜
=,I》

・ ::携 :ヤ ー̀
‐■1、 デ・

・労働者のばく露の状況について

① 労働者の

② 記録を作成し、13年間の保存

(がスノ馬摯注は30年 )｀すること

・リスクアセスメン|ヽ対象物

ばく露される程度を最小限とする努力義務

・労働者υ)|ギ く露が

化学物賛管理者による教育

◆化学物質管理者の職務

労働者に対する必要な教育に関すること

―列鱚陪一
・ラベル表示の意味
。SDSの内容

・リスクアセスメントとその結果に基づく措置

・災害発生時の措置等

|!1■ ir・ ,‐Ⅲll lF・ 十_:■|=:1‐・

(化学物質の使用状況等)

(ク リエイトシンブル等の使用)

(密 開装置、換気装置、保護具の導入)

65 66

11

日

ズ 徴 伝
lR4ト

常時50人 未満 :関係労働者に意見の聴く

機会を設けなければならない、安衛;l112f;条 の2)



「法令順守型」

使用者と労働者の情報共有

^____________i=~~=~~

自らを守るための「自律的管理」

67

69

68

70

2の 24/10/10

リスクアセスメントの結果を

略■え、労 |{=サ
j者 が

を基準イ1由:以、|・ と
‐
1~る

化学物質を製造。取

扱う労働者に、適切な

保護具を使用させる

護具着用管理責任者

、作業 主任者等の協

、保

事業者のキ体的な取締

ライくル・SI)S`′ :)仁ti士 、
リスクアセスメント実施

労働者の

意識の向上

ボトムアップ

さまざまな化学物質 参考 茸献

・化学物質管理者 選任時テキスト
(中央労働災害防止協会発行)

。こう変わる 化学物質管理

(中央労働災害防 ili協会発行 城内 博著)

・講演 :法令順守型から自律的な管理ヘ

(講師:城内 博)

12


